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中間財務諸表

中間貸借対照表 （単位 百万円）

2023年9月期末
（2023年9月30日現在）

2024年9月期末
（2024年9月30日現在）

資産の部 現金預け金 1,390,156 986,670
コールローン 22,564 4,281
買入金銭債権 2,315 1,427
商品有価証券 496 155
金銭の信託 32,987 30,942
有価証券 1,641,913 1,850,072
貸出金 4,427,749 4,504,052
外国為替 7,069 6,322
その他資産 119,448 104,970
　その他の資産 119,448 104,970
有形固定資産 51,404 46,728
無形固定資産 3,364 1,188
前払年金費用 9,434 13,491
支払承諾見返 29,911 27,443
貸倒引当金 △ 30,369 △ 32,132
資産の部合計 7,708,448 7,545,615

負債の部 預金 5,714,498 5,783,874
譲渡性預金 36,792 35,698
コールマネー 390,999 102,337
債券貸借取引受入担保金 244,789 233,275
借用金 733,633 802,618
外国為替 129 266
信託勘定借 187 179
その他負債 72,174 60,246
　未払法人税等 4,223 2,528
　資産除去債務 13 594
　その他の負債 67,937 57,123
偶発損失引当金 164 242
繰延税金負債 41,450 41,795
再評価に係る繰延税金負債 5,476 5,460
支払承諾 29,911 27,443
負債の部合計 7,270,208 7,093,438

純資産の部 資本金 33,076 33,076
資本剰余金 23,946 23,954
　資本準備金 23,942 23,942
　その他資本剰余金 4 11
利益剰余金 257,204 265,292
　利益準備金 9,134 9,134
　その他利益剰余金 248,069 256,157
　　固定資産圧縮積立金 422 422
　　別途積立金 230,893 242,493
　　繰越利益剰余金 16,753 13,241
自己株式 △ 14,470 △ 16,469
株主資本合計 299,757 305,853
その他有価証券評価差額金 92,350 113,755
繰延ヘッジ損益 37,861 24,331
土地再評価差額金 8,270 8,236
評価・換算差額等合計 138,483 146,323
純資産の部合計 438,240 452,177
負債及び純資産の部合計 7,708,448 7,545,615
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中間損益計算書 （単位 百万円）

2023年9月期
（2023年4月1日から2023年9月30日まで）

2024年9月期
（2024年4月1日から2024年9月30日まで）

経常収益 52,918 54,189
資金運用収益 35,510 42,322
（うち貸出金利息） （21,999） （23,565）
（うち有価証券利息配当金） （11,956） （15,650）

信託報酬 ― 0
役務取引等収益 8,550 8,601
その他業務収益 1,877 218
その他経常収益 6,980 3,046

経常費用 35,285 42,493
資金調達費用 8,853 11,121
（うち預金利息） （961） （1,874）

役務取引等費用 2,707 2,888
その他業務費用 2,340 3,199
営業経費 19,517 21,351
その他経常費用 1,866 3,933

経常利益 17,633 11,695
特別損失 74 128

固定資産処分損 50 108
減損損失 24 20

税引前中間純利益 17,558 11,566
法人税、住民税及び事業税 4,743 3,260
法人税等調整額 404 △ 662
法人税等合計 5,148 2,598
中間純利益 12,410 8,968
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中間株主資本等変動計算書

2024年度中間期（2024年4月1日から2024年9月30日まで）� （単位 百万円）
株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計固定資産

圧縮積立金
別途

積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 33,076 23,942 4 23,946 9,134 422 230,893 17,746 258,197 △ 16,476 298,744
当中間期変動額
　剰余金の配当 △ 1,877 △ 1,877 △ 1,877
　別途積立金の積立 11,600 △ 11,600 ―
　中間純利益 8,968 8,968 8,968
　自己株式の取得 △ 6 △ 6
　自己株式の処分 7 7 13 20
　土地再評価差額金の取崩 4 4 4
　株主資本以外の項目の
　当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 ― ― 7 7 ― ― 11,600 △ 4,504 7,095 7 7,109
当中間期末残高 33,076 23,942 11 23,954 9,134 422 242,493 13,241 265,292 △ 16,469 305,853

評価・換算差額等
純資産
合計

その他
有価証券

評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

土地
再評価
差額金

評価・
換算差額
等合計

当期首残高 131,167 30,145 8,240 169,552 468,297
当中間期変動額
　剰余金の配当 △ 1,877
　別途積立金の積立
　中間純利益 8,968
　自己株式の取得 △ 6
　自己株式の処分 20
　土地再評価差額金の取崩 4
　株主資本以外の項目の
　当中間期変動額（純額）△ 17,411 △ 5,814 △ 4 △ 23,229 △ 23,229
当中間期変動額合計 △ 17,411 △ 5,814 △ 4 △ 23,229 △ 16,120
当中間期末残高 113,755 24,331 8,236 146,323 452,177

2023年度中間期（2023年4月1日から2023年9月30日まで）� （単位 百万円）
株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計固定資産

圧縮積立金
別途

積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 33,076 23,942 3 23,946 9,134 422 220,593 16,500 246,651 △ 14,488 289,185
当中間期変動額
　剰余金の配当 △ 1,899 △ 1,899 △ 1,899
　別途積立金の積立 10,300 △ 10,300 ―
　中間純利益 12,410 12,410 12,410
　自己株式の取得 △ 2 △ 2
　自己株式の処分 0 0 19 20
　土地再評価差額金の取崩 41 41 41
　株主資本以外の項目の
　当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 ― ― 0 0 ― ― 10,300 253 10,553 17 10,571
当中間期末残高 33,076 23,942 4 23,946 9,134 422 230,893 16,753 257,204 △ 14,470 299,757

評価・換算差額等
純資産
合計

その他
有価証券

評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

土地
再評価
差額金

評価・
換算差額
等合計

当期首残高 107,247 15,599 8,312 131,159 420,344
当中間期変動額
　剰余金の配当 △ 1,899
　別途積立金の積立
　中間純利益 12,410
　自己株式の取得 △ 2
　自己株式の処分 20
　土地再評価差額金の取崩 41
　株主資本以外の項目の
　当中間期変動額（純額）△ 14,896 22,262 △ 41 7,324 7,324
当中間期変動額合計 △ 14,896 22,262 △ 41 7,324 17,895
当中間期末残高 92,350 37,861 8,270 138,483 438,240

当行の中間財務諸表は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの中間監査を受けております。
本中間期ディスクロージャー誌の中間財務諸表は、上記の中間財務諸表に基づき記載内容を一部追加・変更するとともに、様式を一部変更して作成しております。
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●注記事項
　［2024年9月期］
（重要な会計方針）

1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
	 　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
	（1）�有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、

満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式については移動平
均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、た
だし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。また、投資事業
組合等への出資金については、組合等の直近の財務諸表等に基づいて、組合等の財産の持分相当額を純
額で計上しております。

		  　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
	（2）�有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券

の評価は、時価法により行っております。また、金銭の信託において信託財産を構成している有価証券
の評価は、（1）と同じ方法により行っております。

	（3）�「買入金銭債権」中の信託受益権の評価は、上記（1）と同じ方法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
	 　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
	（1）有形固定資産（リース資産を除く）
		�  　有形固定資産は、定率法（ただし、1998年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並び

に2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用し、年間減価償
却費見積額を期間により按分し計上しております。

		�  　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
		�  　建　物　3年～50年
		�  　その他　3年～20年
	（2）無形固定資産（リース資産を除く）
		�  　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内

における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
	（3）リース資産
		�  　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産

は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース
契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

5.引当金の計上基準
	（1）貸倒引当金
		�  　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
		�  　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権

及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお
書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に
陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額
から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払
能力を総合的に判断し必要と認める額を、以下の方法により計上しております。

		  ①�与信額が一定額以上の大口債務者については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フ
ローによる回収可能額を見積もり、非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引
当金とする方法（キャッシュ・フロー控除法）により計上しております。

		  ②�①以外の債務者の債権については、今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額
は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を
求め、これに将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。

		�  　上記以外の債務者のうち、業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債
務者（以下「正常先」という。）及び貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が
低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者

（以下「要注意先」という。）に係る債権については、今後1年間の予想損失額を、要注意先のうち当該債
務者の債権の全部又は一部が要管理債権（貸出条件緩和債権及び三月以上延滞債権）である債務者の
債権については今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の
貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将
来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。

		�  ※ 将来見込み等による予想損失率の必要な修正及び決定方法
		�  　引当金の算定に使用する予想損失率は、直近3算定期間の平均値と景気循環サイクルを勘案した長

期平均値を比較のうえ決定しております。このうち、直近3算定期間の平均値は、足元の状況及び将来
見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。

		�  　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独
立したリスク管理部署が自己査定結果及び償却・引当の適切性について検証しております。

		�  　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び
保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額
しており、その金額は9,123百万円であります。

	（2）退職給付引当金
		�  　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方
法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処
理方法は次のとおりであります。

		  過去勤務費用：
		�  　その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益処理
		  数理計算上の差異：
		�  　各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分

した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
	（3）偶発損失引当金
		�  　偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性

のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
	 　外貨建の資産・負債及び海外支店勘定は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.ヘッジ会計の方法
	（1）金利リスク・ヘッジ
		�  　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっており、ヘッ

ジ対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計
上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号　令和4年3月17日。以下、

「業種別委員会実務指針第24号」という。）に基づき処理しております。
		�  　ヘッジ有効性評価の方法については、その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を

相殺するヘッジにおいては、同一種類毎にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段とし
て指定しておりますが、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ
指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えており
ます。

		�  　また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の
相関関係の検証により有効性の評価をしております。

		�  　なお、一部の資産については、金利スワップの特例処理を行っており、ヘッジの有効性の評価につい
ては、特例処理の要件の判定をもって有効性の判定に代えております。

	（2）為替変動リスク・ヘッジ
		�  　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外

貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務
指針第25号　令和2年10月8日）に規定する繰延ヘッジによっております。

		�  　ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行
う資金関連スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ
手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しており
ます。

		�  　資金関連スワップ取引とは、異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われ、当該資金の調達又
は運用に係る元本相当額を直物買為替又は直物売為替とし、当該元本相当額に将来支払うべき又は支
払を受けるべき金額・期日の確定している外貨相当額を含めて先物買為替又は先物売為替とした為替
スワップ取引であります。

		�  　また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外
貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が
存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。

8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
	 退職給付に係る会計処理
	� 　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸

表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

（中間貸借対照表関係）
1.関係会社の株式又は出資金の総額
			   株式	 5,953百万円
			   出資金	 0百万円
2.�無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれて

おりますが、その金額は次のとおりであります。
			   　	 53,935百万円
3.�銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、

債権は、中間貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について
保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）によるもの
に限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上さ
れるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借
契約によるものに限る。）であります。

			   破産更生債権及びこれらに準ずる債権額	 2,468百万円
			   危険債権額	 51,461百万円
			   三月以上延滞債権額	 1,240百万円
			   貸出条件緩和債権額	 28,038百万円
			   合計額	 83,209百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事
由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に
従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準
ずる債権に該当しないものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破
産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこ
れらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
4.�手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入

れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま
すが、その額面金額は次のとおりであります。

			   　	 4,816百万円
5.担保に供している資産は次のとおりであります。
			   担保に供している資産
				    有価証券			   934,531百万円
				    貸出金			   259,558百万円
				    計			   1,194,089百万円
			   担保資産に対応する債務		
				    預金			   24,814百万円
				    債券貸借取引受入担保金	 233,275百万円
				    借用金	 797,788百万円
		 　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れて

おります。
			   その他資産（中央清算機関等差入証拠金）	 45,720百万円
		 　また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
			   保証金	 372百万円
		 　なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、こ

れにより引き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。
6.�当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合

に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約
であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

			   融資未実行残高	 1,031,893百万円
			   うち原契約期間が1年以内のもの
			  （又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）	 902,270百万円
		 　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必

ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金
融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶
又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に
応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧
客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

7.�「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する当行の保
証債務の額			   7,579百万円

8.元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
			   金銭信託			   179百万円

（中間損益計算書関係）
1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
			   株式等売却益	 2,784百万円
			   償却債権取立益	 124百万円
2.減価償却実施額は次のとおりであります。
			   有形固定資産	 772百万円
			   無形固定資産	 68百万円
3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
			   貸倒引当金繰入額	 1,326百万円
			   株式等売却損	 1,216百万円
			   貸出金償却	 871百万円
			   金銭の信託運用損	 239百万円
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（重要な後発事象）
（子会社の設立）
　当行は、2024年8月23日開催の取締役会において、当行が100%出資する子会社の設立を決議し、2024年
10月1日付で株式会社しがぎんキャピタルパートナーズを設立いたしました。

1.設立の目的
　地域の事業会社の株式を取得し、事業の当事者として持続的な成長をともに実現することを目的として
株式会社しがぎんキャピタルパートナーズを設立いたしました。

2.子会社の概要
（1）名称　　　　株式会社しがぎんキャピタルパートナーズ
（2）所在地　　　大津市浜町1番38号（当行本店敷地内）
（3）資本金　　　75百万円（当行100%出資）
（4）設立年月日　2024年10月1日
（5）事業内容

・投資事業有限責任組合の運営・管理業務
・事業会社への投融資業務
・投資対象会社に対するコンサルティング業務
・投資対象会社に対するビジネスマッチング業務
・その他上記に付帯する業務
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